
土木部発注工事における情報共有システムの
原則活用について
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はじめに
県土木部では、建設現場における生産性の向上を推進するための
取組みの一環として、原則、全ての工事で情報共有システムを活用
することとしています。

全面的な活用にあたり、受発注者双方のより効率的な運用を目指し
て、情報共有システムの推奨事業者を以下のとおり選定いたしまし
た。

・選定推奨事業者：（株）現場サポート

・推奨事業者の提供する情報共有システム：現場クラウド

※ただし、「茨城県土木部情報共有システム要件書」を満たすシステ

ムであれば、推奨事業者以外が提供する情報共有システムの使用を
妨げるものではない。
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情報共有システムとは

・受発注者間の工事施工に関わる文書・写真・図面等の様々な情報を共有・交換するためのｼｽﾃﾑ。

・インターネットを介して文書発議や決裁，打合せ等が可能で，システムに蓄積された文書データを自動で電子納
品することが出来る。 → 建設業の生産性向上，管理コスト縮減が目的。

情報共有システム導入イメージ

受発注者双方の働き方改革のため積極的な活用をお願いします。



これまでの経緯

令和４年度から、原則全ての工事で情報共有システムを活用
（Ｒ４の取り組み実績 1533件）



7

実施要領について（試行要領からの改定のポイント）

（情報共有システムの対象工事）
第３条 県土木部の発注する建設工事は、原則として対象とする。ただし、活用による
生産性向上が見込まれない場合には対象としないことができるものとする。
２ 1 項の規定に基づき発注する工事は、特記仕様書にその旨を明示する。
３ 本要領の適用日時点で発注済（契約済を含む）の案件についても、受発注者協議に
より対象工事とすることができるものとする。

（情報共有システムの機能要件）
第４条 使用する情報共有システムは、「茨城県土木部情報共有システム要件書」（以下
「要件書」という）を満たすものとする。使用するシステムの決定については、「要件書」
を満たすシステムから受発注者協議により決定する。
なお、茨城県土木部では、令和４年度から令和６年度までの期間において、使用する
システムの推奨事業者を（株）現場サポートとしている。ただし、「要件書」を満たす
システムであれば、推奨事業者以外が提供する情報共有システムの使用を妨げるもの
ではない。
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実施要領について（試行要領からの改定のポイント）

（対象とする工事帳票）
第５条 情報共有システムで対象とする工事帳票は、別紙１ 情報共有システム対象書類
一覧表のとおりとする。別紙１の取り扱いを変更する場合は、受発注者協議により決定す
るものとする。

（検査）
第８条 情報共有システムで処理を行った工事帳票は電子データでの工事完成（中間）検
査の実施を基本とする。

（情報共有システムで処理を行った工事帳票の電子データの納品）
第９条 情報共有システムで処理を行った工事帳票一式は、工事完成時に電子媒体（ＣＤ
－Ｒ等）で納品する。なお、紙媒体での納品は原則として行わないこと。

※なお、原則活用への移行に伴い、システム利用に関するアンケートの提出は
不要としています。
※これまでアンケートへのご協力いただいた皆様ありがとうございました。

ペーパーレス推進の観点から、改定しています！

変更しない場合は協議不要です！
⇒手続きの簡素化



※本票は、基本的な取扱いを定めた運用例である。対象、非対称を変更する
場合は受注者協議とする。
→変更しない場合は変更協議不用

「ＡＳＰ」 ：施工中に情報共有システムを利用して， 電子的に授受を行う書類
「紙」 ：契約書類，契約関係書類で，従来どおり「紙」を授受する書類
「協議Ａ」 ：施工中に情報共有システムを利用して，電子的に授受を行うこと

を基本とするが，検査時に「紙」で提出する場合はASPで扱わない
書類

「協議Ｂ」 ：受発注者における自主的な施工管理の記録であるが，電子化す
ることで，監督員がその状況を確認することができる書類

一覧表は，標準的な取り扱いを定めており，受発注者協議により変更可

※工事写真：完成写真等はデータ容量が多いことから写真管理ソフトにより
まとめた電子媒体（CR-R等）を提出することでもよい。

情報共有システム試行対象書類一覧表（試行要領からの改定のポイント）
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実施要領について（試行要領からの改定のポイント）

原則活用としており、特記仕様書
に明記した上で工事を発注する。
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情報共有システム活用の大まかな流れ

・特記仕様書に対象工事である旨を明示
・システム利用料は共通仮設費率計上に含まれています（積算基準（土木編）Ⅰ-2-②-23）

システム提供会社
※推奨事業者（株）現場サポート

協 議・使用する情報共有システム（推奨事業者（株）
現場サポート）

・情報共有システムで取扱う工事帳票の範囲を
変更する場合（変更しない場合は協議不用）

承諾

工事毎に利用登録

システムログインＩＤの付与

受注者 発注者契
約
前

工
事
着
手
前

施
工
中

工
事
完
成
後

システムログインＩＤの付与

ログインログイン

施工計画書 受理

協議書 決裁

指示書受理
・図面や参考資料等の格納も可能です。
・ドローンの映像など容量の大きいファイルの共有
・複数工事のスケジュール管理 等も可能！！

情報共有システムにより
インターネット上で処理

情報共有システムにより
インターネット上で処理

・
・
・

電子納品形式で出力

やりとりしたデータが自動整理！！

CD提出
受理

電子納品保管
管理システム

※重要構造物の場合のみ
（電子納品ガイドライン参照）
技術公社へＣＤ送付

情報共有
システム

インターネット上

・
・
・

オンライン電子納品

利用ユーザー確認書
送 付

※推奨事業者（（株）現場サポート）のシステムを使用する場合
※推奨事業者以外のシステムを使用する場合は受注者から利用登録に必要情報を確認

※ID付与は初回登録時のみ。※ID付与は初回登録時のみ。



利用登録する段階での留意点 ：発注者⇒受注者

（ユーザー確認書記載例）
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工事名：

受注者名：

※既に利用中の方は必ず利用中のログインIDを記入してください ※押印欄に表示される職位。自由入力可能です。閲覧のみの場合は職位は不要です。

No. 受発注者区分
ログインID

(メールアドレス）
事務所／振興局 出張所／監督官詰所／部署 閲覧のみ(○） 職位※1

利用者氏名

姓 名
備考

1 発注者 ・・・・・・・・・@pref.ibaraki.lg.jp ○○事務所 所長

2 発注者 ・・・・・・・・・@pref.ibaraki.lg.jp ○○事務所 技術次長

3 発注者 ・・・・・・・・・@pref.ibaraki.lg.jp ○○事務所 検査監

4 発注者 ・・・・・・・・・@pref.ibaraki.lg.jp ○○事務所 道路整備課 総括監督員

5 発注者 ・・・・・・・・・@pref.ibaraki.lg.jp ○○事務所 道路整備課 主任監督員

6 発注者 ・・・・・・・・・@pref.ibaraki.lg.jp ○○事務所 道路整備課 監督員

情報共有システム 利用ユーザー確認書

05国補○○ 第05-00-000-0-001号 道路改良舗装工事

（株）○○○○



情報共有システム試行の流れ情報共有システム提供者機能要件 対応状況一覧表（国土交通省ＨＰより）

〇 国土交通省 電子納品に関する要領・基準 http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/
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推奨事業者の提供するシステム（県独自様式に対応）

様式がシステム対応していることで、共通事項（工
事名称など）があらかじめ入力されているなど

書類作成が効率化！
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〇推奨事業者の提供するシステム（県独自様式・運用に合わせたフォルダ構成に対応）

フォルダ構成を変更する必要がなく、検査時・電子
で納品する際も必要な仕様で出力が可能であるの

で、データを整理する手間を削減！
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〇推奨事業者の提供するシステム（関連工事間での情報共有が可能）

同一のシステムを使用することで、
工事毎に受発注者の連絡だけで
なく、関連する工事の受注者間・
関係者全員で情報共有が可能に
なります！スケジュール メッセージ 掲示板 ファイル管理
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〇推奨事業者の提供するシステム（県独自様式・運用に合わせたフォルダ構成に対応）

モバイル端末（スマートフォンやタ
ブレット等）でも利用でき、情報の
やりとりがスムーズになります！



一緒に効率化しましょう！
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https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kensa/kanri/asp/asp-sikou.html

茨城県土木部検査指導課ホームページ「情報共有システムの活用について」


